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 日 指定地域密着型サ ビス 事業 人員 設備及び運営 関 基準 

定 条例 一部 改正 条例 概要 

 

 改正理由 内容等 

 成 「8 4 施行 護保険法 改正 伴い 地域密着型サ ビス 新

地域密着型通所 護 指定療養通所 護 創設 こ  

 記 サ ビス 基準 い 各自治体 条例 定 こ い

地域密着型通所 護等 い 基準 条例 定 必要 あ  

 

サ ビス種類 改正内容 当規定 

地域密着型 

通所 護 

基準 創設  

利用定員 事業所 い 時 サ ビス 受け  

こ 利用者 数 限 》8 人 小

規模 通所 護事業所 い 少人数 生活圏

域 密着 サ ビス あ こ 地域 連

携や運営 透明性 確保 必要 あ 地域密

着型サ ビス 位置付け こ 基準

創設 行う  

第 5重条 「

第 5重 条

「《 関係 

指定療養通所 護 基準 創設  

小規模 通所 護事業所 様 利用定員 重人

療養通所 護事業所 地域密着型サ ビス

位置付け 地域密着型通所 護 旨  

基準 創設 行う  

第 5重 条 「》

第5重条

」8 関係 

そ 他 改正及び修正  

記ほ 基準省 変更 変更等 

第 》4 条他 

 

  基準 内容 

 地域密着型通所 護 

基準 分 内容 

人員 関 基準 生活相談員 ･･･ 人  

看護師又 准看護師 ･･･ 人  

護職員 ･･･ 利用者 》5 人 場合 人 利用者 》5 人

超え 場合 》5 人 超え 部分 数 5 除 え 数 》

加え 数  

機能訓練士 ･･･ 人                              

設備 関 基準 食堂 機能訓練室 静養室 相談室及び事務室ほ  

食堂及び機能訓練室 面積要件                        

運営 関 基準 利用者 心身 状況等 把握 利用料 受領 護計 作成 災

害対策 衛生管理等 関 基準 明示 

 

 



 指定療養通所 護 

基準 分 内容 

人員 関 基準 看護職員又 護職員 ･･･ 利用者 》.5 人 対 人  

そ 内 人 常勤 看護師 

管理者 ･･･ 看護師 あ こ 指定療養通所 護 行う

必要 知識及び技能 者 あ こ         

設備 関 基準 専用 部屋 面積 【.4 ㎡×利用定員  

消火設備そ 他 非常災害 際 必要 設備並び 指定療養通

所 護 提供 必要 設備及び備品等 

運営 関 基準 地域密着型通所 護 定 ほ 指定居宅 護支援事業者等

連携 利用者 病状 急変 備え 緊急時 対応 緊急時対応

療機関 指定 関 基準 明示 

 

  指定認知症対応型通所 護事業者 係 規定 内 心身 状況等 把握 管理者 責

務 勤務体制 確保 定員 順守 非常災害対策 衛生管理 地域 連携 事故発生

時 対応 い 条文 回改正い 地域密着型通所 護 係 条文

準用 こ 削除 第 【】条 第 】8 条 係 改正  

様 指定小規模多機能型居宅 護事業者 係 規定 内 地域 連携等

い 条文 準用 こ 削除 第 》《5 条 係 改正  

 

 施行期日   公 日 施行  

 

参考  

 医》)  地域密着型サ ビス 要 護 方 護 必要 住 慣 地域 暮

せ う 成 ８ 度 創設 村 事業者 指定 行う

サ ビス 利用 そ 村 住民 限  

 医「) 回 当 サ ビス内容及び 内 提供状況  

サ ビス  サ ビス内容 内 提供状況 

地域密着型 

通所 護 

け居宅 能力 応 日常生活

営 う 生活機能 維持 向

在宅 高齢者 通い 入浴 排せ

食事等 護等日常 世 機能訓練 受

け サ ビス事業 う 利用定員 》8

人 小規模 通所 護事業所 いう  

無 

指定療養 

通所 護 

常時看護師 観察 必要 難病等

度 高齢者 末期患者 対象

療養通所 護計 基 入浴 排せ

食事等 護そ 他日常生活 世 機

能訓練 受け 利用定員 重 人  

無 
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日 指定地域密着型サ ビス 事業 人員 設備及び運営 関 基準 定 条例 部 改 条例 

 

日 指定地域密着型サ ビス 事業 人員 設備及び運営 関 基準 定 条例 医 成 「5 日 条例第 10 号) 部 次 う

改  

                                                 

改  改 前 

 

目次 

第1章～第」章医略)  

 第」章 「 地域密着型通所介護 

  第1節 基 方針等医第5重条 「) 

  第「節 人員 関 基準医第5重条 」 第5重条 4) 

  第」節 設備 関 基準医第5重条 5) 

  第4節 運営 関 基準医第5重条 6－第5重条 「0) 

  第5節 指定療養通所介護 事業 基 方針 人員並び 設備及 

      び運営 関 基準 

   第1款 節 趣旨及び基 方針医第5重条 「1 第5重条 「「) 

   第「款 人員 関 基準医第5重条 「」 第5重条 「4) 

   第」款 設備 関 基準医第5重条 「5 第5重条 「6) 

   第4款 運営 関 基準医第5重条 「7－第5重条 」8) 

 

目次 

第1章～第」章医略) 

 

 

第4章～第10章 医略)  

附則 

医心身 状況等 把握) 

第14条 指定定期巡回 随時対応型訪問介護看護事業者 指定定

期巡回 随時対応型訪問介護看護 提供 当 計 作成

責任者 利用者 面接 利用者 係 指定居宅介

第4章～第10章 医略)  

附則 

医心身 状況等 把握) 

第14条 指定定期巡回 随時対応型訪問介護看護事業者 指定定

期巡回 随時対応型訪問介護看護 提供 当 計 作成

責任者 利用者 面接 利用者 係 指定居宅介
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護支援事業者 開催 サ ビス担当者会議医指定居宅介護支援

等 事業 人員及び運営 関 基準医 成11 厚生省 第」8号

指定居宅介護支援等基準 いう )第1」条第重号 規定

サ ビス担当者会議 いう 章及び第5重条 6及び第5重

条 「8 い 同 )等 通 利用者 心身 状況 置

い 環境 他 保健 療サ ビス又 福祉サ ビス 利用

状況等 把握 い  

護支援事業者 開催 サ ビス担当者会議医指定居宅介護支援

等 事業 人員及び運営 関 基準医 成11 厚生省 第」8号

指定居宅介護支援等基準 いう )第1」条第重号 規定

サ ビス担当者会議 いう 章及び第67条 い 同

)等 通 利用者 心身 状況 置 い 環境

他 保健 療サ ビス又 福祉サ ビス 利用状況等 把握

い  

 

第 」 章 「 地域密着型通所介護 

第 1節 基 方針 

基 方針  

第 5重 条 「 指定地域密着型サ ビス 当 地域密着型通所介

護 指定地域密着型通所介護 いう 事業 要介護

状態 場合 い 利用者 可能 限 居宅

い 能力 応 自立 日常生活 営

う生活機能 維持又 向 目指 必要 日常生活

世 及び機能訓練 行う 利用者 社会的孤立感

解消及び心身 機能 維持並び 利用者 家族 身体的及び精神

的負担 軽減 い  

第 「節 人員 関 基準 

従業者 員数  

第 5重 条 」 指定地域密着型通所介護 事業 行う者 指定

地域密着型通所介護事業者 いう 当 事業 行う事業所

指定地域密着型通所介護事業所 いう 置く 従

業者 節 第 4 節 い 地域密着型通所介護
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従業者 いう 員数 次  

医1) 生活相談員 指定地域密着型通所介護 提供日 当 指

定地域密着型通所介護 提供 い 時間帯 生活相談員 専

当 指定地域密着型通所介護 提供 当 者 限 勤

務 い 時間数 合計数 当 指定地域密着型通所介護 提

供 い 時間帯 時間数 除 得 数 1 確保

必要 認 数 

医「) 看護師又 准看護師 章 い 看護職員 い

う  指定地域密着型通所介護 単位 専 当 指定地

域密着型通所介護 提供 当 看護職員 1 確保

必要 認 数 

医」) 介護職員 指定地域密着型通所介護 単位 当 指定地

域密着型通所介護 提供 い 時間帯 介護職員 専 当

指定地域密着型通所介護 提供 当 者 限 勤務

い 時間数 合計数 当 指定地域密着型通所介護 提供

い 時間数 次 い 提供単位時間数 いう 除

得 数 利用者 当 指定地域密着型通所介護事業者 法第

115 条 45 第 1 第 1 号ロ 規定 第 1 号通所事業 地域

療及び介護 総合的 確保 進 関係法

整備等 関 法 成 「6 法 第 8」 号 第 5 条

改 前 法第 8 条 「 第 7 規定 介護予防通所介護 相

当 広域連合 定 限 係 指定事

業者 指定 併 指定地域密着型通所介護 事

業 当 第 1 号通所事業 同 事業所 い 体的 運

営 い 場合 あ 当 事業所 指定地域密
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着型通所介護又 当 第 1 号通所事業 利用者 節及

び次節 い 同 数 15 人 場合 あ 1

15 人 超え 場合 あ 15 人 超え 部 数 5

除 得 数 1 加え 数 確保 必要 認

数 

医4) 機能訓練指 員 1  

「 当 指定地域密着型通所介護事業所 利用定員 当 指定地域密

着型通所介護事業所 い 同時 指定地域密着型通所介護 提

供 利用者 数 限 いう 節

第 4節 い 同 10 人 あ 場合 あ

前 規定 わ 看護職員及び介護職員 員数 指定

地域密着型通所介護 単位 当 指定地域密着型通所介護

提供 い 時間帯 看護職員又 介護職員 い 専 当

指定地域密着型通所介護 提供 当 者 限 勤務

い 時間数 合計数 提供単位時間数 除 得 数 1 確

保 必要 認 数  

」 指定地域密着型通所介護事業者 指定地域密着型通所介護 単

位 第 1 第 」 号 介護職員 前 適用 場合

あ 同 看護職員又 介護職員 次 及び第 7 い

同 常時 1人 当 指定地域密着型通所介護 従事

い  

4 第 1 及び第 「 規定 わ 介護職員 利用者 処

遇 支 い場合 他 指定地域密着型通所介護 単位 介

護職員 従事  

5 前各 指定地域密着型通所介護 単位 指定地域密着型通所
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介護 あ 提供 同時 1 又 複数 利用者 対 体

的 行わ いう  

6 第 1 第 4 号 機能訓練指 員 日常生活 営 必要 機

能 減 防 訓練 行う能力 者 当

指定地域密着型通所介護事業所 他 職務 従事

 

7 第 1 生活相談員又 介護職員 う 1人 常勤

い  

8 指定地域密着型通所介護事業者 第1 第」号 規定 第1号

通所事業 係 指定事業者 指定 併 指定地域

密着型通所介護 事業 当 第１号通所事業 同 事業所

い 体的 運営 い 場合 い 広域連合 定

当 第1号通所事業 人員 関 基準 満

前各 規定 基準 満 い

 

管理者  

第 5重 条 4 指定地域密着型通所介護事業者 指定地域密着型通

所介護事業所 専 職務 従事 常勤 管理者 置

い 指定地域密着型通所介護事業所 管

理 支 い場合 当 指定地域密着型通所介護事業所 他

職務 従事 又 同 敷地 あ 他 事業所 施設等 職

務 従事  

第 」節 設備 関 基準 

設備及び備品等  

第 5重 条 5 指定地域密着型通所介護事業所 食堂 機能訓練室
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静養室 相談室及び事務室 消火設備 他 非常

災害 必要 設備並び 指定地域密着型通所介護 提供

必要 他 設備及び備品等 備え い  

「 前 掲 設備 基準 次  

医1) 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室 必要 広

合計 面積 」 方メ ル 利用定員 乗 得

面積  

イ ア わ 食堂及び機能訓練室 食事 提供

提供 支 い広 確保 機能訓練 行

う 実施 支 い広 確保 場合 あ

同 場所  

医「) 相談室 遮 い物 設置等 相談 容 漏えい い

う配慮 い  

」  第 1 掲 設備 専 当 指定地域密着型通所介護 事

業 用 供 い 利用者 対

指定地域密着型通所介護 提供 支 い場合 限

い  

4  前 書 場合 指定地域密着型通所介護事業者 第 1

掲 設備 利用 夜間及び深夜 指定地域密着型通所介護

外 サ ビス 提供 場合 限 当 サ ビス

容 当 サ ビス 提供 開始前 当 指定地域密着型通所介護

事業者 係 指定 行 広域連合長 出  

6 指定地域密着型通所介護事業者 第 5重 条 」 第 1 第 」 号 規

定 第 1 号通所事業 係 指定事業者 指定 併
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指定地域密着型通所介護 事業 当 第 1 号通所事業 同

事業所 い 体的 運営 い 場合 い 広

域連合 定 当 第 1 号通所事業 設備 関 基準 満

第 1 第 」 規定 基準 満

い  

第 4節 運営 関 基準 

心身 状況等 把握  

第 5重 条 6 指定地域密着型通所介護事業者 指定地域密着型通所

介護 提供 当 利用者 係 指定居宅介護支援事業者

開催 サ ビス担当者会議等 通 利用者 心身 状況

置 い 環境 他 保健 療サ ビス又 福祉サ ビス

利用状況等 把握 い  

利用料等 領  

第 5重 条 7 指定地域密着型通所介護事業者 法定 理 領サ

ビス 当 指定地域密着型通所介護 提供

利用者 利用料 部 当 指定地域密着型通所介護

係 地域密着型介護サ ビス費用基準額 当 指定地域密着型

通所介護事業者 支払わ 地域密着型介護サ ビス費 額

除 得 額 支払  

「 指定地域密着型通所介護事業者 法定 理 領サ ビス 当

い指定地域密着型通所介護 提供 利用者 支

払 利用料 額 指定地域密着型通所介護 係 地域密

着型介護サ ビス費用基準額 間 不合理 差額 生 い

う い  

」 指定地域密着型通所介護事業者 前 「 支払 額
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次 各号 掲 費用 額 支払 利用者

 

医1) 利用者 選定 通常 事業 実施地域 外 地域 居住

利用者 対 行う 迎 要 費用 

医「) 指定地域密着型通所介護 通常要 時間 超え 指定地域

密着型通所介護 あ 利用者 選定 係 提供 伴い

必要 費用 範 い 通常 指定地域密着型通所

介護 係 地域密着型介護サ ビス費用基準額 超え 費用 

医」) 食事 提供 要 費用 

医4)  

医5) 前各号 掲 指定地域密着型通所介護 提供

い 提供 便宜 う 日常生活 い 通常必要

係 費用 あ 利用者 負担

適当 認 費用 

4 前 第 」号 掲 費用 い 別 厚生労働大臣 定

 

5 指定地域密着型通所介護事業者 第 」 費用 額 係 サ

ビス 提供 当 あ 利用者又 家族 対

当 サ ビス 容及び費用 い 明 行い 利用者

同意 得 い  

指定地域密着型通所介護 基 扱方針  

第 5重 条 8 指定地域密着型通所介護 利用者 要介護状態 軽

減又 悪化 防 資 う 目標 設定 計 的 行

わ い  

「 指定地域密着型通所介護事業者 自 提供 指定地域密
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着型通所介護 質 評価 行い 常 改善

い  

指定地域密着型通所介護 具体的 扱方針  

第 5重 条 重 指定地域密着型通所介護 方針 次 掲

 

医1) 指定地域密着型通所介護 利用者 住 慣 地域 生

活 う 地域住民 交流や地域活動

参加 利用者 心身 状況 踏 え 妥当適

行う  

医「) 指定地域密着型通所介護 利用者 1人 1人 人格 尊

利用者 役割 持 日常生活

う配慮 行う  

医」) 指定地域密着型通所介護 提供 当 次条第 1

規定 地域密着型通所介護計 基 漫然 的

い う 利用者 機能訓練及び 者 日常生活 営

う必要 援 行う  

医4) 指定地域密着型通所介護従業者 指定地域密着型通所介護

提供 当 懇 寧 行う 旨 利用者又

家族 対 サ ビス 提供方法等 い 理解 や

い う 明 行う  

医5) 指定地域密着型通所介護 提供 当 介護技術 進

歩 対応 適 介護技術 サ ビス 提供 行う

 

医6) 指定地域密着型通所介護事業者 常 利用者 心身 状況

的確 把握 相談援 等 生活指 機能訓練 他
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必要 サ ビス 利用者 希望 添 適 提供 特

認知症 法第 5条 「 規定 認知症 いう 同

あ 要介護者 対 必要 応 特性 対応 サ

ビス 提供 体制 整え  

地域密着型通所介護計 作成  

第 5重 条 10 指定地域密着型通所介護事業所 管理者 利用者

心身 状況 希望及び 置 い 環境 踏 え 機能訓

練等 目標 当 目標 達成 具体的 サ ビス 容

等 記載 地域密着型通所介護計 作成

い  

「 地域密着型通所介護計 既 居宅サ ビス計 作成

い 場合 当 居宅サ ビス計 容 沿 作成

い  

」 指定地域密着型通所介護事業所 管理者 地域密着型通所介護

計 作成 当 容 い 利用者又 家族

対 明 利用者 同意 得 い  

4 指定地域密着型通所介護事業所 管理者 地域密着型通所介護

計 作成 当 地域密着型通所介護計 利用者

交付 い  

5 指定地域密着型通所介護従業者 利用者 い

地域密着型通所介護計 従 サ ビス 実施状況及び目標

達成状況 記録 行う  

管理者 責務  

第 5重 条 11 指定地域密着型通所介護事業所 管理者 当 指定

地域密着型通所介護事業所 従業者 管理及び指定地域密着型通



11 

 

所介護 利用 申込 係 調整 業務 実施状況 把握 他

管理 元的 行う  

「 指定地域密着型通所介護事業所 管理者 当 指定地域密着型

通所介護事業所 従業者 節 規定 遵 必要

指揮命 行う  

運営規程  

第 5重 条 1「 指定地域密着型通所介護事業者 指定地域密着型通

所介護事業所 次 掲 事業 運営 い 要事

関 規程 定 い  

医1) 事業 目的及び運営 方針 

医「) 従業者 職種 員数及び職務 容 

医」) 営業日及び営業時間 

医4) 指定地域密着型通所介護 利用定員 

医5) 指定地域密着型通所介護 容及び利用料 他 費用 額 

医6) 通常 事業 実施地域 

医7) サ ビス利用 当 留意事  

医8) 緊急時等 対応方法 

医重) 非常災害対策 

医10) 他運営 関 要事  

勤務体制 確保等  

第 5重 条 1」 指定地域密着型通所介護事業者 利用者 対 適

指定地域密着型通所介護 提供 う 指定地域密着型通

所介護事業所 従業者 勤務 体制 定

い  

「 指定地域密着型通所介護事業者 指定地域密着型通所介護事業
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所 当 指定地域密着型通所介護事業所 従業者

指定地域密着型通所介護 提供 い 利

用者 処遇 直接影響 及 い業務 い 限

い  

」 指定地域密着型通所介護事業者 地域密着型通所介護従業者

資質 向 研修 機会 確保 い  

定員 遵  

第 5重 条 14 指定地域密着型通所介護事業者 利用定員 超え

指定地域密着型通所介護 提供 行 い 災

害 他 や 得 い事情 あ 場合 限 い  

非常災害対策  

第 5重 条 15 指定地域密着型通所介護事業者 非常災害 関

具体的計 立 非常災害時 関係機関 通報及び連携体制

整備 定期的 従業者 周知 定期的

避難 救出 他必要 訓練 行わ い  

衛生管理等  

第 5重 条 16 指定地域密着型通所介護事業者 利用者 使用

施設 食器 他 設備又 飲用 供 水 い 衛生的

管理 又 衛生 必要 措置 講 い  

「 指定地域密着型通所介護事業者 当 指定地域密着型通所介護

事業所 い 感染症 発生 又 延 い う 必要

措置 講 う い  

地域 連携等  

第 5重 条 17 指定地域密着型通所介護事業者 指定地域密着型通

所介護 提供 当 利用者 利用者 家族 地域住民
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表者 指定地域密着型通所介護事業所 所在 村 職員

又 当 指定地域密着型通所介護事業所 所在 域 管轄

法第115条 46第1 規定 地域包括支援センタ 職員

地域密着型通所介護 い 知見 者等 構成

協議会 い 運営 進会議 いう 設置

6 1 回 運営 進会議 対 活動状況 報告

運営 進会議 評価 運営 進会議 必

要 要望 言等 聴く機会 設 い  

「 指定地域密着型通所介護事業者 前 報告 評価 要望

言等 い 記録 作成 当 記録 公表

い  

」 指定地域密着型通所介護事業者 事業 運営 当

地域住民又 自発的 活動等 連携及び協力 行う等

地域 交流 い  

4 指定地域密着型通所介護事業者 事業 運営 当

提供 指定地域密着型通所介護 関 利用者 情

関 広域連合等 派遣 者 相談及び援 行う事業

他 広域連合及び事業所 所在 村 実施 事業 協

力 う い  

5 指定地域密着型通所介護事業者 指定地域密着型通所介護事業

所 所在 建物 同 建物 居住 利用者 対 指定地

域密着型通所介護 提供 場合 当 建物 居住 利用

者 外 者 対 指定地域密着型通所介護 提供 行う う

い  

事故発生時 対応  
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第 5重 条 18 指定地域密着型通所介護事業者 利用者 対 指

定地域密着型通所介護 提供 事故 発生 場合 広域

連合 事業所所在 村 当 利用者 家族 当 利用者 係

指定居宅介護支援事業者等 連絡 行う 必要 措置

講 い  

「 指定地域密着型通所介護事業者 前 事故 状況及び事故

採 処置 い 記録 い  

」 指定地域密着型通所介護事業者 利用者 対 指定地域密着

型通所介護 提供 賠償 事故 発生 場合 損害

賠償 や 行わ い  

4 指定地域密着型通所介護事業者 第 5重 条 5 第 4 指定地

域密着型通所介護 外 サ ビス 提供 事故 発生 場

合 第 1 及び第 「 規定 準 必要 措置 講

い  

記録 整備  

第 5重 条 1重 指定地域密着型通所介護事業者 従業者 設備 備

品及び会計 関 諸記録 整備 い  

「 指定地域密着型通所介護事業者 利用者 対 指定地域密着

型通所介護 提供 関 次 各号 掲 記録 整備

完結 日 5 間保存 い  

医1) 地域密着型通所介護計  

医「) 次条 い 準用 第「0条第「 規定 提供 具体

的 サ ビス 容等 記録 

医」) 次条 い 準用 第「8条 規定 広域連合 通知

係 記録 
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医4) 次条 い 準用 第」8条第「 規定 情 容等

記録 

医5) 前条第 「 規定 事故 状況及び事故 採 処

置 い 記録 

医6) 第 5重 条 17 第 「 規定 報告 評価 要望 言等

記録 

準用  

第 5重 条 「0 第 重 条 第 1」 条 第 15 条 第 18 条

第 「0 条 第 「「 条 第 「8 条 第 」4 条 第 」8 条 第 41 条

及び第 5」条 規定 指定地域密着型通所介護 事業 い 準

用 場合 い 第 重条第 1 中 第 」1 条 規定

運営規程 あ 第 5重 条 1「 規定 要事 関

規程 定期巡回 随時対応型訪問介護看護従業者 あ

地域密着型通所介護従業者 第 」4 条中 定期巡回 随

時対応型訪問介護看護従業者 あ 地域密着型通所介護

従業者 替え  

第 5節 指定療養通所介護 事業 基 方針並び 人員 設

備及び運営 関 基準 

第 1款 節 趣旨及び基 方針 

節 趣旨  

第 5重 条 「1 第 1 節 第 4節 規定 わ 指定療養

通所介護 指定地域密着型通所介護 あ 難病等

度要介護者又 期 者 あ サ ビス提供 当 常

時看護師 観察 必要 対象者 第 5重 条 」1

規定 療養通所介護計 基 入浴 排 食事等 介
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護 他 日常生活 世 及び機能訓練 行う いう

同 事業 基 方針並び 人員 設備及び運営 関 基

準 い 節 定  

基 方針  

第 5重 条 「「 指定療養通所介護 事業 要介護状態 場合

い 利用者 可能 限 居宅 い

能力 応 自立 日常生活 営 う生活機

能 維持又 向 目指 必要 日常生活 世 及び機能訓

練 行う 利用者 社会的孤立感 解消及び心身 機

能 維持並び 利用者 家族 身体的及び精神的負担 軽減

い  

「 指定療養通所介護 事業 行う者 指定療養通所介護事業

者 いう 指定療養通所介護 提供 当 利用者

主治 師及び当 利用者 利用 い 訪問看護事業者 指

定訪問看護事業者又 健康保険法 大 11 法 第 70 号 第 88

条第 1 規定 指定訪問看護事業者 いう 節

い 同 等 密接 連携 い  

第 「款 人員 関 基準 

従業者 員数  

第 5重 条 「」 指定療養通所介護事業者 当 事業 行う事業所

指定療養通所介護事業所 いう 置く 指定療養

通所介護 提供 当 看護職員又 介護職員 節

い 療養通所介護従業者 いう 員数 利用者 数 1.5

対 提供時間帯 通 専 当 指定療養通所介護 提供

当 療養通所介護従業者 1 確保 必要 認
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数  

「 前 療養通所介護従業者 う 1人 常勤 看護師 あ

専 指定療養通所介護 職務 従事 者

い  

管理者  

第 5重 条 「4 指定療養通所介護事業者 指定療養通所介護事業所

専 職務 従事 常勤 管理者 置

い 指定療養通所介護事業所 管理 支 い場合

当 指定療養通所介護事業所 他 職務 従事 又 同

敷地 あ 他 事業所 施設等 職務 従事

 

「 指定療養通所介護事業所 管理者 看護師

い  

」 指定療養通所介護事業所 管理者 適 指定療養通所介護

行う 必要 知識及び技能 者 い  

第 」款 設備 関 基準 

利用定員  

第 5重 条 「5 指定療養通所介護事業所 利用定員 当 指定

療養通所介護事業所 い 同時 指定療養通所介護 提供

利用者 数 限 いう 節 い

同 重人  

設備及び備品等  

第 5重 条 「6 指定療養通所介護事業所 指定療養通所介護 行う

ふ わ い専用 部 消火設備 他 非常

災害 必要 設備並び 指定療養通所介護 提供 必要
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設備及び備品等 備え い  

「 前 掲 専用 部 面積 6.4 方メ ル 利用定員

乗 面積  

」 第 1 掲 設備 専 当 指定療養通所介護 事業 用

供 い 利用者 対 指定療

養通所介護 提供 支 い場合 限 い  

4 前 書 場合 指定療養通所介護事業者 第 1 掲

設備 利用 夜間及び深夜 療養通所介護 外 サ ビス 提

供 場合 限 当 サ ビス 容 当 サ ビス

提供 開始前 当 指定療養通所介護事業者 係 指定 行

広域連合長 出  

第 4款 運営 関 基準 

容及び手 明及び同意  

第 5重 条 「7 指定療養通所介護事業者 指定療養通所介護 提供

開始 あ 利用申込者又 家族 対 第

5重 条 」4 規定 運営規程 概要 療養通所介護従業者 勤務

体制 第 5重 条 」「 第 1 規定 利用者 定 緊急

時等 対応策 主治 師及び第 5重 条 」5 第１ 規定 緊

急時対応 療機関 連絡体制並び 他 利用申込者 サ

ビス 選択 資 認 要事 記 文書 交付

明 行い 当 提供 開始 い 利用申込者 同意 得

い  

「 第 重 条第 「 第 6 規定 前 規定 文書

交付 い 準用  

心身 状況等 把握  
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第 5重 条 「8 指定療養通所介護事業者 指定療養通所介護 提供

当 利用者 係 指定居宅介護支援事業者 開催

サ ビス担当者会議等 通 利用者 心身 状況 置

い 環境 他 保健 療サ ビス又 福祉サ ビス 利用状

況等 把握 い  

「 指定療養通所介護事業者 体調 変化等 応 適 サ ビ

ス 提供 う 特 利用者 主治 師及び当 利用者

利用 訪問看護事業者等 密接 連携 利用者 心身

状況等 把握 い  

指定居宅介護支援事業者等 連携  

第 5重 条 「重 指定療養通所介護事業者 指定療養通所介護 提供

当 指定居宅介護支援事業者 他保健 療サ

ビス又 福祉サ ビス 提供 者 密接 連携

い  

「 指定療養通所介護事業者 利用者 対 指定療養通所介護

提供 適否 い 主治 師 含 サ ビス担当者会議

い 検討 当 利用者 係 指定居宅介護支援事業

対 必要 情報 提供 う い  

」 指定療養通所介護事業者 利用者 係 指定居宅介護支援事業

者 対 居宅サ ビス計 作成及び変更等 必要 情報

提供 う い  

4 指定療養通所介護事業者 指定療養通所介護 提供 終了

利用者又 家族 対 適 指 行う

当 利用者 係 指定居宅介護支援事業者 対 情報 提供及

び保健 療サ ビス又 福祉サ ビス 提供 者 密接 連
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携 い  

指定療養通所介護 具体的 扱方針  

第 5重 条 」0 指定療養通所介護 方針 次 掲

 

医1) 指定療養通所介護 提供 当 次条第 1 規定

療養通所介護計 基 利用者 機能訓練及び 者

日常生活 営 う必要 援 行う

 

医「) 療養通所介護従業者 指定療養通所介護 提供 当

懇 寧 行う 旨 利用者又 家族 対

サ ビス 提供方法等 い 理解 や い う 明 行

う  

医」) 指定療養通所介護 提供 当 介護技術 進歩 対

応 適 介護技術 サ ビス 提供 行う

 

医4) 指定療養通所介護事業者 利用者 体調 変化等 応

適 サ ビス 提供 う 利用者 主治 師や当

利用者 利用 訪問看護事業者等 密接 連携 サ

ビス 提供方法及び手 等 い 情報 共 十

 

医5) 指定療養通所介護事業者 常 利用者 心身 状況 的確

把握 相談援 等 生活指 機能訓練 他必要

サ ビス 利用者 希望 添 適 提供  

療養通所介護計 作成  

第 5重 条 」1 指定療養通所介護事業所 管理者 利用者 心身
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状況 希望及び 置 い 環境 踏 え 機能訓練等

目標 当 目標 達成 具体的 サ ビス 容等 記

載 療養通所介護計 作成 い  

「 療養通所介護計 既 居宅サ ビス計 作成 い 場

合 当 居宅サ ビス計 容 沿 作成

い  

」 療養通所介護計 既 訪問看護計 書 指定居宅サ ビス等

基準第70条第1 規定 訪問看護計 書又 指定訪問看護

事業 人員及び運営 関 基準 成 1「 厚生省 第 80 号

第 17 条第 1 規定 訪問看護計 書 いう 節

い 同 作成 い 場合 当 訪問看護計 書 容

整合 作成 い  

4 指定療養通所介護事業所 管理者 療養通所介護計 作成

当 容 い 利用者又 家族 対 明

利用者 同意 得 い  

5 指定療養通所介護事業所 管理者 療養通所介護計 作成

当 療養通所介護計 利用者 交付

い  

6 療養通所介護従業者 利用者 い 療養通所介

護計 従 サ ビス 実施状況及び目標 達成状況 記録

行う  

緊急時等 対応  

第 5重 条 」「 指定療養通所介護事業者 現 指定療養通所介護

提供 行 い 利用者 病状 急変 生 場合等 備

え 主治 師 場合 対応策 節 い
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緊急時等 対応策 いう い 利用者 検討

緊急時等 対応策 あ 定 い  

「 指定療養通所介護事業者 緊急時等 対応策 い 利用者

及び 家族 対 十 明 利用者及び 家族 心

サ ビス 利用 う配慮 い  

」 療養通所介護従業者 現 指定療養通所介護 提供 行 い

利用者 病状 急変 生 場合 他必要 場合

緊急時等 対応策 基 や 主治 師又 第 5重条 」5

第 1 規定 緊急時対応 療機関 連絡 行う等 必要

措置 講 い  

4 指定療養通所介護事業者 利用者 主治 師 密接 連携

利用者 状態 変化 応 緊急時等 対応策 変

更 行う  

5 第 1 及び第 「 規定 前 規定 緊急時等 対応策

変更 い 準用  

管理者 責務  

第 5重 条 」」 指定療養通所介護事業所 管理者 当 指定療養通

所介護事業所 従業者 管理及び指定療養通所介護 利用 申込

係 調整 業務 実施状況 把握 他 管理 元的 行

う  

「 指定療養通所介護事業所 管理者 利用者 体調 変化等 応

適 サ ビス 提供 う 利用者 主治 師や当

利用者 利用 訪問看護事業者等 密接 連携 サ

ビス 提供方法及び手 等 い 情報 共 十 行わ

い  
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」 指定療養通所介護事業所 管理者 指定療養通所介護 提供

適 環境 整備 い  

4 指定療養通所介護事業所 管理者 指定療養通所介護 利用者

個々 療養通所介護計 作成 関 必要 指 及び管理 行

わ い  

5 指定療養通所介護事業所 管理者 当 指定療養通所介護事業

所 従業者 款 規定 遵 必要 指揮命 行

う  

運営規程  

第 5重 条 」4 指定療養通所介護事業者 指定療養通所介護事業所

次 掲 事業 運営 い 要事 関 規程

定 い  

医1) 事業 目的及び運営 方針 

医「) 従業者 職種 員数及び職務 容 

医」) 営業日及び営業時間 

医4) 指定療養通所介護 利用定員 

医5) 指定療養通所介護 容及び利用料 他 費用 額 

医6) 通常 事業 実施地域 

医7) サ ビス利用 当 留意事  

医8) 非常災害対策 

医重) 他運営 関 要事  

緊急時対応 療機関  

第 5重 条 」5 指定療養通所介護事業者 利用者 病状 急変等

備え あ 緊急時対応 療機関 定

い  
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「 緊急時対応 療機関 指定療養通所介護事業所 同 敷地

存 又 隣接 く 近接 い い  

」 指定療養通所介護事業者 緊急時 い 滑 協力 得

当 緊急時対応 療機関 間 あ 必要 事

決 い  

全 サ ビス提供管理委員会 設置  

第 5重 条 」6 指定療養通所介護事業者 全 適 サ ビス

提供 確保 地域 療関係団体 属 者 地域

保健 療又 福祉 専門 者 他指定療養通所介

護 全 適 サ ビス 提供 確保 必要 認

者 構成 全 サ ビス提供管理委員会 次

い 委員会 いう 設置 い  

「 指定療養通所介護事業者 6 1 回 委員会 開

催 事故事例等 全管理 必要 タ 収集

行う 当 タ等 踏 え 指定療養通所介護事業所

全 適 サ ビス 提供 確保 方策

検討 行い 当 検討 結果 い 記録 作成

い  

」 指定療養通所介護事業者 前 検討 結果 踏 え 必要

応 対策 講 い  

記録 整備  

第 5重 条 」7 指定療養通所介護事業者 従業者 設備 備品及び

会計 関 諸記録 整備 い  

「 指定療養通所介護事業者 利用者 対 指定療養通所介護

提供 関 次 各号 掲 記録 整備 完結 日 5
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間保存 い  

医1) 療養通所介護計  

医「) 前条第 「 規定 検討 結果 い 記録 

医」) 次条 い 準用 第「0条第「 規定 提供 具体

的 サ ビス 容等 記録 

医4) 次条 い 準用 第「8条 規定 広域連合 通知

係 記録 

医5) 次条 い 準用 第」8条第「 規定 情 容等

記録 

医6) 次条 い 準用 第 5重 条 18 第 「 規定 事故

状況及び事故 採 処置 い 記録 

医7) 次条 い 準用 第 5重 条 17 第 「 規定 報告

評価 要望 言等 記録 

準用  

第5重条 」8 第10条 第1」条 第16条 第18条 第「0条

第「「条 第「8条 第」4条 第」8条 第41条 第5重条 7 第

」 第「号 除く 第5重条 8及び第5重条 1」 第5重条 18

規定 指定療養通所介護 事業 い 準用 場合

い 第」4条中 定期巡回 随時対応型訪問介護看護従業者

あ 療養通所介護従業者 第5重条 1」第」 中 地域

密着型通所介護従業者 あ 療養通所介護従業者

第5重条 17第1 中 地域密着型通所介護 い 知見

者 あ 療養通所介護 い 知見 者 6

あ 1「 同条第」 中 当 あ

当 利用者 状態 応 第5重条 18第4 中
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第5重条 5第4 あ 第5重条 「6第4 替え

 

 

 

第67条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

第68条 削除 

医心身 状況等 把握) 

第67条 指定認知症対応型通所介護事業者医単独型 併設型指定認知

症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事

業者 いう 同 ) 指定認知症対応型通所介護 提供

当 利用者 係 指定居宅介護支援事業者 開催 サ

ビス担当者会議等 通 利用者 心身 状況 置

い 環境 他 保健 療サ ビス又 福祉サ ビス 利用状況

等 把握 い  

医利用料等 領) 

第68条 指定認知症対応型通所介護事業者 法定 理 領サ ビ

ス 当 指定認知症対応型通所介護 提供

利用者 利用料 部 当 指定認知症対応型通所介護

係 地域密着型介護サ ビス費用基準額 当 指定認知症対

応型通所介護事業者 支払わ 地域密着型介護サ ビス費 額

除 得 額 支払  

「 指定認知症対応型通所介護事業者 法定 理 領サ ビス

当 い指定認知症対応型通所介護 提供 利用者

支払 利用料 額 指定認知症対応型通所介護 係

地域密着型介護サ ビス費用基準額 間 不合理 差額 生

い う い  

」 指定認知症対応型通所介護事業者 前「 支払 額

次 各号 掲 費用 額 支払 利用者
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医1) 利用者 選定 通常 事業 実施地域 外 地域 居

住 利用者 対 行う 迎 要 費用 

医「) 指定認知症対応型通所介護 通常要 時間 超え 指定

認知症対応型通所介護 あ 利用者 選定 係 提供

伴い必要 費用 範 い 通常 指定認知症対

応型通所介護 係 地域密着型介護サ ビス費用基準額 超え

費用 

医」) 食事 提供 要 費用 

医4)  

医5) 前各号 掲 指定認知症対応型通所介護 提

供 い 提供 便宜 う 日常生活 い 通常必

要 係 費用 あ 利用者 負担

適当 認 費用 

4 前 第」号 掲 費用 い 別 厚生労働大臣 定

 

5 指定認知症対応型通所介護事業者 第」 費用 額 係 サ

ビス 提供 当 あ 利用者又 家族

対 当 サ ビス 容及び費用 い 明 行い 利用者

同意 得 い  

 

第7「条 削除 

 

 

 

医管理者 責務) 

第7「条 指定認知症対応型通所介護事業所 管理者 指定認知症

対応型通所介護事業所 認知症対応型通所介護従業者 管理及び

指定認知症対応型通所介護 利用 申込 係 調整 業務 実

施状況 把握 他 管理 元的 行う  
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医運営規程) 

第7」条 指定認知症対応型通所介護事業者 指定認知症対応型通

所介護事業所 次 掲 事業 運営 い 要事

関 規程 定 い  

 医1)～医」) 医略) 

 医4) 指定認知症対応型通所介護 利用定員医第61条第4 又 第

65条第1 利用定員 いう           ) 

医5)～医10) 医略) 

 

第74条～第78条  削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 指定認知症対応型通所介護事業所 管理者 当 指定認知症対

応型通所介護事業所 認知症対応型通所介護従業者 節 規

定 遵 必要 指揮命 行う  

医運営規程) 

第7」条 指定認知症対応型通所介護事業者 指定認知症対応型通

所介護事業所 次 掲 事業 運営 い 要事

関 規程 定 い  

医1)～医」) 医略) 

医4) 指定認知症対応型通所介護 利用定員医第61条第4 又 第

65条第1 利用定員 いう 第75条 い 同 ) 

医5)～医10) 医略)  

医勤務体制 確保等) 

第74条 指定認知症対応型通所介護事業者 利用者 対 適

指定認知症対応型通所介護 提供 う 指定認知症対応型

通所介護事業所 認知症対応型通所介護従業者 勤務 体制

定 い  

「 指定認知症対応型通所介護事業者 指定認知症対応型通所介護

事業所 当 指定認知症対応型通所介護事業所 認知症対

応型通所介護従業者 指定認知症対応型通所介護 提供

い 利用者 処遇 直接影響 及

い業務 い 限 い  

」 指定認知症対応型通所介護事業者 認知症対応型通所介護従業

者 資質 向 研修 機会 確保

い  

医定員 遵 ) 
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第75条 指定認知症対応型通所介護事業者 利用定員 超え 指

定認知症対応型通所介護 提供 行 い 災

害 他 や 得 い事情 あ 場合 限 い  

医非常災害対策) 

第76条 指定認知症対応型通所介護事業者 非常災害 関 具

体的計 立 非常災害時 関係機関 通報及び連携体制

整備 定期的 認知症対応型通所介護従業者 周知

定期的 避難 救出 他必要 訓練 行わ

い  

医衛生管理等) 

第77条 指定認知症対応型通所介護事業者 利用者 使用 施

設 食器 他 設備又 飲用 供 水 い 衛生的 管

理 又 衛生 必要 措置 講 い  

「 指定認知症対応型通所介護事業者 当 指定認知症対応型通所

介護事業所 い 感染症 発生 又 延 い う 必

要 措置 講 う い  

医地域 連携等) 

第78条 指定認知症対応型通所介護事業者 事業 運営 当

地域住民又 自発的 活動等 連携及び協力

行う等 地域 交流 い  

「 指定認知症対応型通所介護事業者 事業 運営 当

提供 指定認知症対応型通所介護 関 利用者

情 関 等 派遣 者 相談及び援 行う事業 他

実施 事業 協力 う い  

医事故発生時 対応) 
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第78条 「 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医記録 整備) 

第7重条 指定認知症対応型通所介護事業者 認知症対応型通所介

護従業者 設備 備品及び会計 関 諸記録 整備

い  

「 指定認知症対応型通所介護事業者 利用者 対 指定認知症

対応型通所介護 提供 関 次 各号 掲 記録 整備

完結 日 5 間保存 い  

医1)～医4) 医略)  

医5) 次条 い 準用 第5重条 18第「 規定 事故 状

況及び事故 採 処置 い 記録 

医6) 次条 い 準用 第5重条 17第「 規定 報告 評

価 要望 言等 記録 

第78条 「 指定認知症対応型通所介護事業者 利用者 対 指

定認知症対応型通所介護 提供 事故 発生 場合

当 利用者 家族 当 利用者 係 指定居宅介護支援事業者等

連絡 行う 必要 措置 講 い  

「 指定認知症対応型通所介護事業者 前 事故 状況及び事故

採 処置 い 記録 い  

」 指定認知症対応型通所介護事業者 利用者 対 指定認知症

対応型通所介護 提供 賠償 事故 発生 場合

損害賠償 や 行わ い  

4 指定認知症対応型通所介護事業者 第6」条第4 単独型

併設型指定認知症対応型通所介護 外 サ ビス 提供 事

故 発生 場合 第1 及び第「 規定 準 必要 措置

講 い  

医記録 整備) 

第7重条 指定認知症対応型通所介護事業者 認知症対応型通所介

護従業者 設備 備品及び会計 関 諸記録 整備

い  

「 指定認知症対応型通所介護事業者 利用者 対 指定認知症

対応型通所介護 提供 関 次 各号 掲 記録 整備

完結 日 5 間保存 い  

医1)～医4) 医略)  

医5) 前条第「                       規定 事故 状況及

び事故 採 処置 い 記録 
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医準用) 

第80条 第重条 第1」条 第15条 第18条 第「0条 第

「「条 第「8条 第」4条 第」8条 第41条 第5」条 第5重条

6 第5重条 7 第5重条 11及び第5重条 1」 第5重条 18

規定 指定認知症対応型通所介護 事業 い 準用

場合 い 第重条第1 中 第」1条 規定 運営規程

あ 第7」条 規定 要事 関 規程 定

期巡回 随時対応型訪問介護看護従業者 あ 認知症対

応型通所介護従業者 第」4条中 定期巡回 随時対応型訪問

介護看護従業者 あ 認知症対応型通所介護従業者

第5重条 17第1 中 地域密着型通所介護 い 知見

者 あ 認知症対応通所介護 い 知見 者

第5重条 18第4 中 第5重条 5第4 あ 第6」条第

4 替え  

 

 

第105条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

医準用) 

第80条 第重条 第1」条 第15条 第18条 第「0条 第

「「条 第「8条 第」4条 第」8条 第41条及び第5」条 規定

指定認知症対応型通所介護 事業 い 準用 場

合 い 第重条第1 中 第」1条 規定 運営規程 あ

第7」条 規定 要事 関 規程 定期巡回

随時対応型訪問介護看護従業者 あ 認知症対応型通所

介護従業者 第」4条及び第」5条中 定期巡回 随時対応型訪

問介護看護従業者 あ 認知症対応型通所介護従業者

替え  

 

 

 

 

 

医地域 連携等) 

第105条 指定 規模多機能型居宅介護事業者 指定 規模多機能

型居宅介護 提供 当 利用者 利用者 家族 地域住

民 表者 指定 規模多機能型居宅介護事業所 所在

職員又 当 指定 規模多機能型居宅介護事業所 所在 域

管轄 法第115条 46第1 規定 地域包括支援センタ

職員 規模多機能型居宅介護 い 知見 者等

構成 協議会医 い 運営 進会議 い

う ) 設置 「 1回 運営 進会議 対 通い

サ ビス及び宿泊サ ビス 提供回数等 活動状況 報告 運
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医記録 整備) 

第107条 医略) 

「 指定 規模多機能型居宅介護事業者 利用者 対 指定 規

模多機能型居宅介護 提供 関 次 各号 掲 記録 整備

完結 日 5 間保存 い  

医1)～医7) 医略)  

医8) 次条 い 準用 第5重条 17第「 規定 報告 評

価 要望 言等 記録 

営 進会議 評価 運営 進会議 必要

要望 言等 聴く機会 設 い  

「 指定 規模多機能型居宅介護事業者 前 報告 評価 要望

言等 い 記録 作成 当 記録 公表

い  

」 指定 規模多機能型居宅介護事業者 事業 運営 当

地域住民又 自発的 活動等 連携及び協力 行う

等 地域 交流 い  

4 指定 規模多機能型居宅介護事業者 事業 運営 当

提供 指定 規模多機能型居宅介護 関 利用者

情 関 等 派遣 者 相談及び援 行う事業

他 実施 事業 協力 う い  

5 指定 規模多機能型居宅介護事業者 指定 規模多機能型居宅

介護事業所 所在 建物 同 建物 居住 利用者 対

指定 規模多機能型居宅介護 提供 場合 当 建物

居住 利用者 外 者 対 指定 規模多機能型居宅介護

提供 行う う い  

医記録 整備) 

第107条 医略) 

「 指定 規模多機能型居宅介護事業者 利用者 対 指定 規

模多機能型居宅介護 提供 関 次 各号 掲 記録 整備

完結 日 5 間保存 い  

医1)～医7) 医略)  

医8) 第105条第「            規定 報告 評

価 要望 言等 記録 
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医準用) 

第108条 第重条 第1」条 第「0条 第「「条 第「8条 第」4条

第」8条 第40条 第41条 第5重条 11 第5重条 1」及び

第5重条15 第5重条 17 規定 指定 規模多機能型居宅

介護 事業 い 準用 場合 い 第重条第1 中

第」1条 規定 運営規程 あ 第100条 規定

要事 関 規程 定期巡回 随時対応型訪問介護看護

従業者 あ 規模多機能型居宅介護従業者 第」4

条中 定期巡回 随時対応型訪問介護看護従業者 あ

規模多機能型居宅介護従事者 第5重条 11第「 中

節 あ 第5章第4節 第5重条 1」第」 中 地域密着

型通所介護従事者 あ 規模多機能型居宅介護従事者

第5重条 17第1 中 6 あ 「 地域密着

型通所介護 い 知見 者 あ 規模多機能

型居宅介護 い 知見 者 活動状況 あ

通いサ ビス及び宿泊サ ビス 提供回数等 活動状況

替え  

 

医記録 整備) 

第1「7条 医略) 

「 指定認知症対応型共同生活介護事業者 利用者 対 指定認

知症対応型共同生活介護 提供 関 次 各号 掲 記録

整備 完結 日 5 間保存 い  

医1)～医6) 医略)  

医7) 次条 い 準用 第5重条 17第「 規定 報告 評

医準用) 

第108条 第重条 第1」条 第「0条 第「「条 第「8条 第」4条

第」8条 第40条 第41条 第7「条 第74条及び第77条

規定 指定 規模多機能型居宅介護 事業 い 準用

場合 い 第重条第1 中 第」1条 規定 運営規程

あ 第100条 規定 要事 関 規程 定

期巡回 随時対応型訪問介護看護従業者 あ 規模多

機能型居宅介護従業者 第」4条及び第」5条中 定期巡回 随

時対応型訪問介護看護従業者 あ 並び 第7「条及び第74条

中 認知症対応型通所介護従業者 あ 規模多機能

型居宅介護従業者 第7「条第「 中 節 あ あ

第5章第4節 替え  

 

 

 

 

 

 

医記録 整備) 

第1「7条 医略) 

「 指定認知症対応型共同生活介護事業者 利用者 対 指定認

知症対応型共同生活介護 提供 関 次 各号 掲 記録

整備 完結 日 5 間保存 い  

医1)～医6) 医略)  

医7) 次条 い 準用 第105条第「 規定 報告 評価
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価 要望 言等 記録 

医準用) 

第1「8条 第重条 第10条 第1「条 第1」条 第「「条 第「8条 第」4

条 第」6条 第」8条 第40条 第41条 第5重条 11 第5重

条 16 第5重条 17第1 第4 第重重条 第10「条及び第

104条第1 第4 規定 指定認知症対応型共同生活介

護 事業 い 準用 場合 い 第重条第1 中 第

」1条 規定 運営規程 あ 第1「「条 規定 要事

関 規程 定期巡回 随時対応型訪問介護看護従業

者 あ 介護従業者 第」4条中 定期巡回 随時対

応型訪問介護看護従業者 あ 介護従業者 第5重条

11第「 中 節 あ 第6章第4節 第5重条 17

第1 中 6 あ 「 地域密着型通所介護

い 知見 者 認知症対応型共同生活介護 い 知見

者 第重重条中 規模多機能型居宅介護従業者

あ 介護従業者 第10「条中 指定 規模多機能型居宅

介護事業者 あ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

替え  

 

 

 

医記録 整備) 

第148条 医略) 

「 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者 利用者 対

指定地域密着型特定施設入居者生活介護 提供 関 次 各

要望 言等 記録 

医準用) 

第1「8条 第重条 第10条 第1「条 第1」条 第「「条 第「8条 第」4

条 第」6条 第」8条 第40条 第41条 第7「条 第77条

第重重条 第10「条 第104条及び第105条第1 第4 規定

指定認知症対応型共同生活介護 事業 い 準用

場合 い 第重条第1 中 第」1条 規定 運営規程

あ 第1「「条 規定 要事 関 規程 定期

巡回 随時対応型訪問介護看護従業者 あ 介護従業者

第」4条及び第」5条中 定期巡回 随時対応型訪問介護看護従

業者 あ 並び 第7「条及び第10「条第1 中 認知症対応型

通所介護従業者 あ 介護従業者 第7「条第「 中

節 あ 第6章第4節 第重重条中 規模多機能型

居宅介護従業者 あ 介護従業者 第10「条中 指定

規模多機能型居宅介護事業者 あ 指定認知症対応型

共同生活介護事業者 第105条第1 中 規模多機能型居宅

介護 い 知見 者 あ 認知症対応型共同生

活介護 い 知見 者 通いサ ビス及び宿泊サ

ビス 提供回数等 活動状況 あ 活動状況

替え  

 

医記録 整備) 

第148条 医略) 

「 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者 利用者 対

指定地域密着型特定施設入居者生活介護 提供 関 次 各
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号 掲 記録 整備 完結 日 5 間保存

い  

医1)～医7) 医略) 

医8) 次条 い 準用 第5重条 17第「 規定 報告 評

価 要望 言等 記録 

医準用) 

第14重条 第1「条 第1」条 第「「条 第「8条 第」4条 第」8条

第40条 第41条 第5重条 11 第5重条 15 第5重条 16 第5重条

17第1 第4 及び第重重条 規定 指定地域密着型特

定施設入居者生活介護 事業 い 準用 場合 い

第」4条中 定期巡回 随時対応型介護看護従業者 あ

地域密着型特定施設従業者 第5重条 11第「 中 節

あ 第7章第4節 第5重条 17第1 中 6 あ

「 地域密着型通所介護 い 知見 者

あ 地域密着型特定施設入居者生活介護 い 知見

者 替え  

 

 

 

医従業者 員数) 

第151条 医略) 

「～1「 医略) 

1」 指定地域密着型介護老人福祉施設 指定通所介護事業所医指定

居宅サ ビス等基準第重」条第1 規定 指定通所介護事業所

いう 同 ) く 指定地域密着型通所介護事業所 指

号 掲 記録 整備 完結 日 5 間保存

い  

医1)～医7) 医略) 

医8) 次条 い 準用 第105条第「 規定 報告 評価

要望 言等 記録 

医準用) 

第14重条 第1「条 第1」条 第「「条 第「8条 第」4条 第」8条

第40条 第41条 第7「条 第76条 第77条 第重重条及び第105条第

1 第4 規定 指定地域密着型特定施設入居者生活

介護 事業 い 準用 場合 い 第」4条及び第

」5条中 定期巡回 随時対応型介護看護従業者 あ 並び

第7「条及び第76条中 認知症対応型通所介護従業者 あ

地域密着型特定施設従業者 第7「条第「 中 節 あ

第7章第4節 第105条第1 中 規模多機能型居宅

介護 い 知見 者 あ 地域密着型特定施設

入居者生活介護 い 知見 者 通いサ ビス及

び宿泊サ ビス 提供回数等 活動状況 あ 活動状況

替え  

 

医従業者 員数) 

第151条 医略) 

「～1「 医略) 

1」 指定地域密着型介護老人福祉施設 指定通所介護事業所医指定

居宅サ ビス等基準第重」条第1 規定 指定通所介護事業所

いう 同 )                  指
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定短期入所生活介護事業所等又 併設型指定認知症対応型通所介

護 事業 行う事業所 く 指定地域密着型介護予防サ ビス

基準条例第5条第1 規定 併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護 事業 行う事業所 併設 場合 い 当

併設 事業所 生活相談員 栄養士又 機能訓練指 員

い 当 指定地域密着型介護老人福祉施設 生活相談員 栄

養士又 機能訓練指 員 当 事業所 利用者 処遇 適

行わ 認 置 い  

14～17 医略) 

 

医記録 整備) 

第176条 医略) 

「 指定地域密着型介護老人福祉施設 入所者 対 指定地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護 提供 関 次 各号 掲

記録 整備 完結 日 5 間保存 い  

医1)～医6) 医略) 

医7) 次条 い 準用 第5重条 17第「 規定 報告 評価

要望 言等 記録 

医準用) 

第177条 第重条 第10条 第1「条 第1」条 第「「条 第「8条 第」4条

第」6条 第」8条 第41条 第5重条 11 第5重条 15及び第5重条 17

第1 第4 規定 指定地域密着型介護老人福祉施設

い 準用 場合 い 第重条第1 中 第」1条 規定

定短期入所生活介護事業所等又 併設型指定認知症対応型通所介

護 事業 行う事業所 く 指定地域密着型介護予防サ ビス

基準条例第5条第1 規定 併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護 事業 行う事業所 併設 場合 い 当

併設 事業所 生活相談員 栄養士又 機能訓練指 員

い 当 指定地域密着型介護老人福祉施設 生活相談員 栄

養士又 機能訓練指 員 当 事業所 利用者 処遇 適

行わ 認 置 い  

14～17 医略) 

 

医記録 整備) 

第176条 医略) 

「 指定地域密着型介護老人福祉施設 入所者 対 指定地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護 提供 関 次 各号 掲

記録 整備 完結 日 5 間保存 い  

医1)～医6) 医略) 

医7) 次条 い 準用 第105条第「 規定 報告 評価 要

望 言等 記録 

医準用) 

第177条 第重条 第10条 第1「条 第1」条 第「「条 第「8条 第」4条

第」6条 第」8条 第41条 第7「条 第76条 第105条第1 第4

規定 指定地域密着型介護老人福祉施設 い 準用

場合 い 第重条第1 中 第」1条 規定 運営規程 あ



37 

 

運営規程 あ 第168条 規定 要事 関 規程

定期巡回 随時対応型訪問介護看護従業者 あ 従業

者 第1」条第1 中 指定定期巡回 随時対応型訪問介護看護

提供 開始 あ 入所 同条第「 中 指

定居宅介護支援 利用者 対 行わ い い等 場合 あ

必要 認 要介護認定 あ 要介護認定 第

」4条中 定期巡回 随時対応型訪問介護看護従業者 あ 従

業者 第5重条 11第「 中 節 あ 第8章第4節

第5重条 17第1 中 6 あ 「 地域密着型

通所介護 い 知見 者 あ 地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護 い 知見 者 替え

 

 

 

医準用)  

第18重条 第重条 第10条 第1「条 第1」条 第「「条 第「8条 第」4

条 第」6条 第」8条 第41条 第5重条 11 第5重条 15 第5重条

17第1 第4 第15」条 第155条 第158条 第

161条 第16」条 第167条 及び第171条 第176条 規

定 ユニッ 型指定地域密着型介護老人福祉施設 い 準用

場合 い 第重条第1 中 第」1条 規定 運営

規程 あ 第186条 規定 要事 関 規程

定期巡回 随時対応型訪問介護看護従業者 あ 従業

者 第1」条第1 中 指定定期巡回 随時対応型訪問介護看護

提供 開始 あ 入居 同条第「

第168条 規定 要事 関 規程 定期巡回

随時対応型訪問介護看護従業者 あ 従業者 第1」条第

1 中 指定定期巡回 随時対応型訪問介護看護 提供 開始

あ 入所 同条第「 中 指定居宅介護支援 利

用者 対 行わ い い等 場合 あ 必要 認

要介護認定 あ 要介護認定 第」4条中 定期巡回 随

時対応型訪問介護看護従業者 あ 並び 第7「条及び第76条中 認

知症対応型通所介護従業者 あ 従業者 第7「条第「

中 節 あ 第8章第4節 第105条第1 中 規模

多機能型居宅介護 い 知見 者 あ 地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護 い 知見 者 通

いサ ビス及び宿泊サ ビス 提供回数等 活動状況 あ

活動状況 替え  

 

医準用)  

第18重条 第重条 第10条 第1「条 第1」条 第「「条 第「8条 第」4

条 第」6条 第」8条 第41条 第7「条 第76条 第105条第1

第4 第15」条 第155条 第158条 第161条 第16」

条 第167条 及び第171条 第176条 規定 ユニッ

型指定地域密着型介護老人福祉施設 い 準用 場

合 い 第重条第1 中 第」1条 規定 運営規程 あ

第186条 規定 要事 関 規程 定期巡回

随時対応型訪問介護看護従業者 あ 従業者 第1」

条第1 中 指定定期巡回 随時対応型訪問介護看護 提供 開始

あ 入居 同条第「 中 指定居宅
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中 指定居宅介護支援 利用者 対 行わ い い等 場合

あ 必要 認 要介護認定 あ 要介護

認定 第」4条中 定期巡回 随時対応型訪問介護看護従業者   

                          あ

従業者 第5重条 11第「 中 節 あ 第

8章第5節 第5重条 17第1 中 6 あ 「

地域密着型通所介護 い 知見 者 あ 地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 い 知見

者 第167条中 第158条 あ 第18重条 い 準用

第158条 同条第5号中 第157条第5 あ 第

18「条第7 同条第6号中 第177条 あ 第18重条

同条第7号中 第175条第」 あ 第18重条 い

準用 第175条第」 第176条第「 第「号中 第155条第「

あ 第18重条 い 準用 第155条第「 同 第

」号中 第157条第5 あ 第18「条第7 同 第4

号及び第5号中 次条 あ 第18重条 同 第6号中 第

175条第」 あ 第18重条 い 準用 第175条第」

替え  

 

 

医記録 整備) 

第「01条 医略) 

「 指定看護 規模多機能型居宅介護事業者 利用者 対 指定

看護 規模多機能型居宅介護 提供 関 次 各号 掲 記

録 整備 完結 日 5 間保存 い  

介護支援 利用者 対 行わ い い等 場合 あ 必要

認 要介護認定 あ 要介護認定 第

」4条中 定期巡回 随時対応型訪問介護看護従業者 あ 並

び 第7「条及び第76条中 認知症対応型通所介護従業者 あ

従業者 第7「条第「 中 節 あ 第8章

第5節 第105条第1 中 規模多機能型居宅介護 い 知

見 者 あ 地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護 い 知見 者 通いサ ビス及び宿泊

サ ビス 提供回数等 活動状況 あ 活動状況

第167条中 第158条 あ 第18重条 い 準用 第158

条 同条第5号中 第157条第5 あ 第18「条第7

同条第6号中 第177条 あ 第18重条 同条第7

号中 第175条第」 あ 第18重条 い 準用 第175

条第」 第176条第「 第「号中 第155条第「 あ

第18重条 い 準用 第155条第「 同 第」号中 第

157条第5 あ 第18「条第7 同 第4号及び第5

号中 次条 あ 第18重条 同 第6号中 第175条第

」 あ 第18重条 い 準用 第175条第」

替え  

 

医記録 整備) 

第「01条 医略) 

「 指定看護 規模多機能型居宅介護事業者 利用者 対 指定

看護 規模多機能型居宅介護 提供 関 次 各号 掲 記

録 整備 完結 日 5 間保存 い  
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医1)～医重) 医略) 

医10) 次条 い 準用 第57条 17第「 規定 報告 評

価 要望 言等 記録 

医準用) 

第「0「条 第重条 第1」条 第「0条 第「「条 第「8条 第」4条

第」8条 第40条 第41条 第5重条 11 第5重条 1」 第

5重条 16 第5重条 17 第87条 第重0条 第重」条 第重5

条 第重7条 第重8条及び第100条 第106条 規定

指定看護 規模多機能型居宅介護 事業 い 準用

場合 い 第重条第1 中 第」1条 規定 運営規程 あ

第「0「条 い 準用 第100条 規定 要事

関 規程 定期巡回 随時対応型訪問介護看護従業者

あ 看護 規模多機能型居宅介護従業者 第」4条中

定期巡回 随時対応型訪問介護看護従業者 あ 看護

規模多機能型居宅介護従業者 第5重条 11第「 中 節  

あ 第重章第4節 第5重条 17第1 中 6 あ

「 地域密着型通所介護 い 知見 者

あ 看護 規模多機能型居宅介護 い 知見

者 活動状況 あ 通いサ ビス及び宿泊サ ビ

ス 提供回数等 活動状況 第8重条及び第重7条中 規模多

機能型居宅介護従業者 あ 看護 規模多機能型居宅介

護従業者 第106条中 第8「条第6 あ 第1重1条第

7 各号 替え  

 

   附 則 

医1)～医重) 医略) 

医10) 次条 い 準用 第105条第「 規定 報告 評価

要望 言等 記録 

医準用) 

第「0「条 第重条 第1」条 第「0条 第「「条 第「8条 第」4条

第」8条 第40条 第41条 第7「条 第74条 第77条 第

87条 第重0条 第重」条 第重5条 第重7条 第重8条及

び第100条 第106条 規定 指定看護 規模多機能型居

宅介護 事業 い 準用 場合 い 第重条第1

中 第」1条 規定 運営規程 あ 第「0「条 い 準

用 第100条 規定 要事 関 規程 定期巡回

随時対応型訪問介護看護従業者 あ 看護 規模多機能

型居宅介護従業者 第」4条及び第」5条中 定期巡回 随時対

応型訪問介護看護従業者 あ 第7「条及び第74条中 認知症

対応型通所介護従業者 あ 並び 第8重条 第重7条 第100条

第「号及び第10「条第1 中 規模多機能型居宅介護従業者 あ

看護 規模多機能型居宅介護従業者 第106条中 第

8「条第6 あ 第1重1条第7 各号 替え

 

 

 

 

 

 

附 則 
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第」条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

第5条～第重条  削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第」条 介護保険法等 部 改 法 医 成17 法 第77号

成17 改 法 いう )附則第10条第「 規定

指定認知症対応型共同生活介護事業者 者 指定認知

症対応型共同生活介護 事業 行う事業所 あ 指定地域密

着型サ ビス 事業 人員 設備及び運営 関 基準医 成18

厚生労働省 第」4号)施行 現 「 超え 共同生活住居

い 当 間 第11」条第1 規定 わ 当

共同生活住居  

第5条 成17 改 法附則第10条第「 規定 指定特定施設

入居者生活介護事業者 者 指定特定施設入居者生活

介護 事業 行う事業所 指定地域密着型特定施設入居者生活介

護 介護居室 あ 指定地域密着型サ ビス 事業 人員

設備及び運営 関 基準 施行 現 定員4人 あ

い 第1」「条第4 第1号ア 規定 適用 い  

第6条 成17 改 法附則第10条第」 規定 指定地域密着

型介護老人福祉施設 指定介護老人福祉施設医

指定地域密着型介護老人福祉施設 いう ) あ 基準

省 施行日 前日 い 指定介護老人福祉施設基準附則第4条

第1 規定 適用 い 係 第15「条第1 第1号

規定 適用 い 同号ア中 4人 あ 原則

4人 同号イ中 10.65 方メ ル あ 収納設備

等 除 4.重5 方メ ル  

「 指定地域密着型介護老人福祉施設 あ 基準省 施行

日 前日 い 指定介護老人福祉施設基準附則第4条第「 規

定 適用 い 係 前 規定 適用 い
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第15条 削除 

 

同 中 原則 4人 あ 8人  

第7条 指定地域密着型介護老人福祉施設 あ 基準省

施行日 前日 い 指定介護老人福祉施設基準附則第5条 規

定 適用 い い 第15「条第1 第7号ア医食

堂及び機能訓練室 合計 面積 部 限 ) 規定

当 間 適用 い  

第8条 指定地域密着型介護老人福祉施設 あ 基準省

施行日 前日 い 成15 改 省 附則第」条第「 規定

適用 い 係 第180条第1 第1号イ医イ) 規定

適用 い 同号イ医イ)中 「 方メ ル 当 共同生活室

属 ユニッ 入居定員 乗 得 面積 標準 あ

当 ユニッ 入居者 交流 共同 日常生活 営

必要 広  

第重条 指定地域密着型介護老人福祉施設 併設 指定

短期入所生活介護事業所等 う 指定地域密着型サ ビス 事

業 人員 設備及び運営 関 基準 施行 現 入所定

員 当 指定地域密着型介護老人福祉施設 入所定員 超

え い 医建築中 含 ) い 第151条第14

規定 適用 い  

第15条 成「4 4 1日 成「5 」 」1日 間 事業 開

始 サ ライ 型指定 規模多機能型居宅介護事業所 い

第8「条第1「 中 修了 い 者 あ 修了

い 者医 成「5 」 」1日 修了 予定 い 者

含 )  

「 成「4 4 1日 成「5 」 」1日 間 事業 開始



42 

 

指定複合型サ ビス事業所 第1重1条第重 中 修了 い 者

あ 修了 い 者医 成「5 」 」1日 修了

予定 い 者 含 ) 第1重「条第「 及び第1重」条中

修了 い あ 修了 い 医 成「5 」

」1日 修了 予定 い 者 含 )  

」 成「4 4 1日 成「5 」 」1日 間 事業 開始

サ ライ 型指定 規模多機能型居宅介護事業所医第8」条第「

規定 当 サ ライ 型指定 規模多機能型居宅介護事業

所 係 体事業所医指定複合型サ ビス事業所 あ 限

) 管理者 充 い 限 ) い 同条

第」 中 修了 い あ 修了 い 医

成「5 」 」1日 修了 予定 い 者 含 )

 

4 成「4 4 1日 成「5 」 」1日 間 事業 開始

サ ライ 型指定 規模多機能型居宅介護事業所医当 サ ライ

型指定 規模多機能型居宅介護事業所 係 体事業所 指定

複合型サ ビス事業所 あ 限 ) い 第84条中

修了 い あ 修了 い 医 成「5

」 」1日 修了 予定 い 者 含 )  

 

附 則 

条例 公 日 施行  

 


